
沖縄県特別支援教育就学奨励費支給要綱 

 

平成 28 年３月 14 日教育長決定 

平成 30 年３月 30 日一部改正 

平成 31 年３月６日一部改正 

令和７年７月１日一部改正 

 

 

（通則） 

第１条 沖縄県（以下「県」という。）が支給する特別支援教育就学奨励費（以下「就

学奨励費」という。）の取り扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この

要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 就学奨励費は、教育の機会均等の趣旨に則り、かつ、特別支援学校及び中学校

（中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）への就学の特殊事情に鑑み、県が特

別支援学校又は中学校（以下「特別支援学校等」という。）へ就学する幼児、児童又

は生徒（以下「児童等」という。）の保護者等の経済的負担を軽減するため、その負

担能力の程度に応じ、特別支援学校等への就学のため必要な経費の一部を支給し、も

って、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。  

⑴ 保護者等 幼児、児童又は未成年の生徒については、学校教育法（昭和 22 年法律

第 26 号）第 16 条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に

要する経費を負担する者をいう。 

⑵ 特別支援学校 学校教育法第 80 条により設置された特別支援学校をいう。 

⑶ 特別支援学級 学校教育法第 81 条により設置された特別支援学級をいう。   

⑷ 児童福祉施設等 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第７条に規定する児童福

祉施設、同法第 27 条に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、里親等のこと

をいう。 

⑸ 指定療育機関 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 20 条に規定する厚生労

働大臣又は県知事が指定する指定療育機関 

 

（県が支給する経費及びその範囲） 

第４条 県は、特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和 29 年法律第 144 号。以下

「法」という。）の規定に基づく経費のほか、法の趣旨に基づいて県若しくは県に包

括される市町村の設置する特別支援学校若しくは県の区域内の私立の特別支援学校へ

就学する児童等又は県が設置する中学校へ就学する学校教育法施行令（昭和 28 年政令



第 340 号）第 22 条の３に規定する障害の程度に該当する生徒若しくは特別支援学級へ

就学する生徒の保護者等へ就学のために必要な経費を支給する。 

２ 県が支給する経費は、法第２条及び国が定める特別支援教育就学奨励費負担金等及

び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。）に規定する経 

費とする。  

 

（保護者等の提出する書類） 

第５条 児童等の保護者等は、毎年度、特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要

額調書（様式第１号。以下「調書」という。）を就学する学校の校長（以下「学校長」

という。）を経由して、沖縄県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）に提出

しなければならない。 

２ 調書には、保護者等の同一生計世帯員全員の所得金額等証明書（様式第２号）を添

付しなければならない。ただし、市町村において発行する証明書の様式が、必要な事

項が全部証明できる様式である場合は、その様式によることができる。 

なお、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第６条第２項に規定する要保護者であ

る児童等の保護者等は、所得金額等証明書に代え、生活保護受給に関する証明書を添

付しなければならない。 

３ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25

年５月 31 日法律第 27 号）の規定に基づき、マイナンバー制度における情報提供ネッ

トワークシステムを使用した他機関との情報連携を行う場合であって、前項前段に規

定する添付書類を省略しようとするときは、保護者等の同一生計世帯員全員の地方税

関係情報の照会に係る同意書（様式第２号の２）を提出しなければならない。 

４ 学校長又は県教育委員会が保護者等の世帯状況等の確認が必要と判断した保護者等

は、住民票に関する証明書を調書に添付しなければならない。 

５ 次に該当する者は、調書の提出を該当事由が確認できる書類に代えることができる。 

⑴ 世帯の収入額が特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令（昭和 29 年政令第

157 号）第２条第３号に該当すると自ら認め、就学奨励費の受給を辞退する児童等

の保護者等 

⑵ 児童福祉施設等又は指定療育機関に入所又は入院し、当該施設等において就学に

係る措置費又は療育の給付を受けている児童等の保護者等 

６ 次に該当する保護者等から調書の提出がある場合は、第２項に規定する所得金額等

証明書に併せ、次に掲げる証明書を添付しなければならない。 

⑴ 前項第２号に規定する児童福祉施設等に入所している児童等の保護者等 

   就学に係る措置費を受けていない旨の施設の長等の証明書（措置されない経費名

が記入されたもの。） 

⑵ 前項第２号に規定する指定療育機関に入院している児童等の保護者等 

療育の給付を受けていない旨の機関の長等の証明書 

 

（支弁区分の決定） 

第６条 学校長は、前条の規定により調書等の提出があったときは、その内容を審査し、



支弁区分一覧表（様式第３号）及び支弁区分決定状況報告（様式第４号）を作成の上、

調書等と併せて県教育委員会に提出しなければならない。 

２ 県教育委員会は、前項の規定により関係書類の提出があったときは、その内容を審

査の上、支弁区分を決定し、学校長に通知するものとする。 

 

（保護者等への通知） 

第７条 学校長は、前条第２項により支弁区分の決定通知があったときは、支弁区分決

定通知書（様式第５号）により保護者等に通知しなければならない。 

２ 保護者等は、支弁区分決定に対して不服がある場合は、その通知を受けた日の翌日

から起算して３か月以内に書類にて審査請求をすることができる。 

 

（年度中途における支弁区分の変更） 

第８条 年度中途において次のいずれかに該当するときは、支弁区分を変更する。 

⑴ 第６条に基づく支弁区分がⅡ段階又はⅢ段階である児童等が、生活保護法による

生活保護を受けるに至ったとき 

⑵ 第６条に基づく支弁区分がⅠ段階である生活保護を受けている児童等が、保護停

止又は廃止となり、Ⅱ段階又はⅢ段階となることが明らかなとき。 

⑶ 第６条に基づく支弁区分がⅠ段階又はⅡ段階である児童等が、第５条第５項第２

号に規定する児童等に該当するとき 

⑷ 第５条第５項第２号に規定する児童等が同号に該当しなくなり、Ⅰ段階又はⅡ段

階となることが明らかなとき 

⑸ 保護者等又は保護者等と同一生計の世帯員の収入額に著しい増減が生じ、改めて

支弁区分の決定を行うことが適当であると認められるとき 

２ 前項に掲げる支弁区分の変更については、第５条から第７条までの規定に準じて行

うものとする。 

 

（経費の支給方法） 

第９条 学校長は、「特別支援教育就学奨励費負担金等に係る事務処理資料（文部科学

省初等中等教育局特別支援教育課）」に基づき、各経費の支給額を算定し、現金、現

物又は振り込みにより、速やかに保護者等へ支給しなければならない。この場合、少

なくとも各学期ごとに支給を行うよう努めること。 

 

（保護者等の届出の義務） 

第 10 条 就学奨励費を受給している保護者等は、次のいずれかに該当するときは、速や

かに学校長に届け出なければならない。 

⑴ 住所、氏名、世帯状況等に変更があったとき 

⑵ 児童等が生活保護の開始、停止又は廃止となったとき 

⑶ 児童等が第５条第５項第２号に規定する児童福祉施設等に入所または指定医療機

関に入院することとなったとき 

⑷ 保護者等を含む同一生計世帯員の所得金額等の修正等により、第５条第２項に規



定する所得金額等証明書の内容に変更があったとき 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、就学奨励費の申請に係る内容に変動があったとき 

 

（返還） 

第 11 条 就学奨励費を受給した保護者等は、第８条の変更等により支給された就学奨励

費に返還が生じたときは、学校長が指定する方法により、速やかに返還しなければ な

らない。 

 

（調査及び報告） 

第 12 条 県教育委員会は、必要に応じて学校長から奨励費に関する調査又は報告を求め

ることができる。 

 

（その他） 

第 13 条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

     附 則 

 この要綱は、平成 28 年３月 14 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。   

    附 則 

 この要綱は、平成 31 年３月６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 



様式第１号

（整理番号）№　　　　　　　　

　住　所 　児童生徒氏名 　学　校　名 第１類に 都道府県の地区別区分

おける逓減率

地域の級地区分

(      )

基準額

総所得金額 1 ｈ 基準額

退職所得金額 2 円

山林所得金額 3 i 地区別冬季加算額

計 Ａ 4 円

雑損控除 5 ｊ生活扶助基準額

社会保険料 6 円

円

小規模企業共済等 7 ｋ 住宅扶助基準

掛金控除

生命保険料 8 円

地震保険料 9 ｌ 需要額

（a～ｄ､j､ｋの合計）

10

計 Ｂ 11 収入額

需要額

Ｃ a ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ

Ｄ / ｌ =

Ｄ （通学費を要した者ごとに記入すること。）

（小数点３位以下切捨）

 当児童福祉施設に入所し、教育についての措置を 　　私は、上記の者にかかる　　　　年度特別支援教育就学奨励費 　支弁区分
　上記の者は  受けている。 　の受給を辞退致します。

 ◎措置されない □ Ⅰ段階(令第２条第１号該当)
 経費名欄 □ Ⅱ段階(　　〃　第２号該当)
 当指定療育機関においての療育の給付を受けて 　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 □ Ⅲ段階(　　〃　第３号該当)
 （　　　）いる

 （　　　）いない 　　　保護者
　ことを証明します。

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 　　　氏名 印
　施設等名称
　長と氏名 印

生活保護

（　　　）あり

（　　　）なし

（e×逓減率）
（ｆ～ｉの合計）

年  月  日 

年  月  日 

年  月  日 

需　要　額　等

教育扶助基準 生活扶助基準

第２類

年  月  日 

年  月  日 

年  月  日 

年  月  日 

期末一時扶助費教材代 学校給食費 通学費
障害者加算額
母子加算額

年  月  日 

年  月  日 

所
得
控
除
前
の

学校長印

備
考

通学費明細

施設等の長の証明欄 辞退欄

所得額（Ａ―Ｂ）

所得月額（Ｃ×1/12）

　　　　年度　特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書

　保護者等氏名

世帯の状況（前年１２月末日現在）

世帯の収入状況 個人番号
氏　　名

生年月日 満年齢 在学学校名・学年
（特別支援学級通学の有無）

年  月  日 

年  月  日 

所
得
控
除

ひとり親又は寡
婦控除の額※保
護者等のみ

合　　　　計

第１類



様式第２号 所得金額等証明書（願）

長　殿

　
願 出 人 住所

氏名 印

　 児童・生徒 沖縄県立 　　特別支援学校

　 氏名

記

～12月31日の所得）

氏名
総所得金額 退職所得金額 山林所得金額 雑　損 小規模企業

共済等掛金
社会保険料 生命保険料 地震保険料 寡婦・

ひとり親

上記に記載された事項は 　　　年度 市町村民税台帳に照合し相違ないことを証明する。

　　　　　　　　年　　　月　　　日

（市区町村長名） 印

（注） この証明は下記要領によって記入（証明）してください。

1 太線の枠内は、市区町村において記入してください。

2

3

4 原則として本様式によりますが、必要な事項が全部証明できる様式である場合は、その様式によることもできます。

本年度に納付すべき都道府県民税及び市町村民税の課税の基礎となった前年1月から12月までの間の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額並
びに市町村民税の課税にあたって控除された雑損、小規模企業共済等掛金、社会保険料、生命保険料（限度額に注意）、地震保険料を記入して
下さい。
※給与所得者については「給与所得控除後の金額」、事業所得については「総収入額」から「必要経費」を差し引いた所得額(基礎控除、配偶者
控除、扶養控除等を控除する前の金額）。

同一世帯で、１８歳以上の者全員及び１６歳以上（　　年12月31日現在）で所得のある者全員について、それぞれ個人毎に記入して下さい。

年 月 日

　特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和２９年法律第１４４号）第2条の規定に規定する特別支援教育就学奨励費の受給申請のため必要です

ので、下記事項を証明してください。

保護者
及び

同居家族

 　　　年度 県・市町村民税の
 課税の基礎となった所得金額　　

　　　年度  県・市町村民税の
課税の際控除された保険料金等

（　　　年１月１日

(A) （B）



(学校記入欄)
学 校 名 整 理 番 号

学部・学年 氏 名

様式第２号の２

　沖縄県教育委員会教育長　殿

　　　年　　　月　　　日

フリガナ 児童等との続柄

氏名 生年月日

住所

フリガナ 児童等との続柄

氏名 生年月日

住所

フリガナ 児童等との続柄

氏名 生年月日

住所

フリガナ 児童等との続柄

氏名 生年月日

住所

フリガナ 児童等との続柄

氏名 生年月日

住所

フリガナ 児童等との続柄

氏名 生年月日

住所

記載要領

１　同意する者が自ら署名を行う必要があります。

２　未成年者に係る同意については、親権者等が同意書を記載することもできます。

３

４

５

　障害や高齢等により判断能力が十分でない世帯員に係る同意については、成年後見人等の法定代
理人が同意書を記載することもできます。

　判断能力があるものの、肢体不自由等により署名が全くできない場合は、複数人での立ち会いの
もと、第三者による代筆もできます。

　代理人が同意書に署名する場合、本人からの委任を受け行う必要があります。

同意者
 　　　　　　　　　　　　　　 　　年　　　 月　　　 日

同意者
 　　　　　　　　　　　　　　 　　年　　　 月　　　 日

同意者
 　　　　　　　　　　　　　　 　　年　　　 月　　　 日

同意者
 　　　　　　　　　　　　　　 　　年　　　 月　　　 日

同意者
 　　　　　　　　　　　　　　 　　年　　　 月　　　 日

　下記の者は、沖縄県教育委員会が沖縄県特別支援教育就学奨励費支給要綱に基づく事務手続き
を処理するために限って、就学奨励費の対象となる児童等が沖縄県立学校に在学する期間におけ
る地方税関係情報について取得することに同意します。
　なお、本書の複写は無効であり、本書の提出の際の事務処理に限って同意することを申し添え
ます。

記

同意者
 　　　　　　　　　　　　　　 　　年　　　 月　　　 日

同　意　書

児
童
等



様式第３号

沖縄県立　　特別支援学校
整理
番号

学部 学年 生徒氏名
収入額
（A）

需要額
（B)

（A／B)
支弁区分
（段階）

備考

　　　　年度特別支援教育就学奨励費支弁区分一覧表



様式第４号

学校名

（１）支弁区分決定状況（見込み）（　　   年　　月　　日現在）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 措置費 辞退 提出済 未提出
a b c d e (B)＝a+b+c+d+e (Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

累計
（１）

0 0

転出・
退学等

（２）
0 0

在籍者
（1）-（2）

0 0 0 0 0 0 0 0

（２）未提出者（　　　　　　　　人）
整理
番号

児童生徒名

（注）　　※は今後提出時期が予測できるような理由又は経過を下記例のように簡潔に記入すること。

例) 添付書類の不足の為。提出待ち（８月初旬頃提出予定）

※未提出理由

児童・生徒数
(A)

　　　　年度　支弁区分決定状況報告

備考



様式第5号

殿

沖縄県立　　特別支援学校

　　校長

　 みだしのことについて、下記のとおり決定した旨、沖縄県教育委員会より

連絡がありましたので、通知します。

　 なお、この決定に対して異議がある場合には、通知を受けた日の翌日から

起算して３か月以内に書類にて審査請求をすることができます。

備考

　　　  年 　 月  　日

（記号）第　　　　　 号

記

　　　　年度　特別支援教育就学奨励費負担金等にかかる

支弁区分の決定について（通知）

学部・学年 氏名 決定区分


